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1. はじめに

　本稿の目的とするところは２点である。１点目

は、我が国の教育における諸制度の根幹をなす教

育基本法の基盤とする理論が、具体的な諸制度に

どのような形で通底しているかを述べることであ

る。また２点目は、教育基本法を基盤とした教育

諸制度のありようについて、教職課程を履修する

学生がどの程度把握しえたかについて検討するこ

とである。

　上記２点を考察するに際して、本稿では、

2010年度前期に筆者の担当した教職科目「教育

行政論」における講義内容及び学生に課したレ

ポートの記述を主たる材料とする。これら考察に

おいて不可欠な事柄は、教育学の対象とするべき

人間というものに対して、社会の変化という外的

な要因のもとでどのように位置づけるかという問

題に対する哲学的な考察である。それゆえ「教育

行政論」講義では常に、さまざまな文献記述に対

して受講学生がどのような考えを抱くかという点

に特に留意した。

　本稿においては、可能な限り講義時における学

生の意見表明を明らかにしつつ、教育基本法の基

盤とする理論に対する学生による認識形成過程の

明確化により、意義ある大学教育の方法の一般化

へ向けた考察を試みる。また、教育基本法に関し

て指摘を行わない場合にはすべて1947年に制定

された旧法を示すものとする。

2. 教育諸制度の基本原理

2.1.  教育基本法第１条における教育の目的

　教育基本法第１条に明記される教育の目的は、

「人格の完成」に集約される。ただしこの目的は、

教育基本法の原案においては「人間性の開発」と

されていた。「人格の完成」という到達不可能な

目的をあえてかかげ、一歩ずつこれに近づいてい

くことが教育において最も大切との考えが、この

法律を起草した教育刷新委員会にあったようであ

る。この設定により、国民教育を不変に続く人類

へ開かれたものとする契機となった1）。

　上記「人格の完成」に対する理解を深めるべく、

語句の意味するところを厳密に定義した後さらに

考察する。1946年に文部省によって発行された

『新教育指針』によれば、教育基本法の原案にお

いて用いられた「人間性」は、普通の人間ならば

誰もが備えている性質、能力、欲望の総体を表す。
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この「人間性」を尊重することによって、人間ら

しい生活が可能となる点に人生の目的や幸福があ

るという2）。一方で「人格」は、人間性として備わっ

ている性質、能力、欲望を、自由な意思と責任に

よって働かせることのできる資格を意味するとい

う。「人格」はすべての人に備わっているもので

あるから、この資格をすべての人間に対して認め

ることにより人間としての権利がすべての人に保

障された社会が実現されることになる3）。

　人間としての権利をすべての人間に対して保証

しうる上段の定義における人格者は、同時に国家

の良き成員ともなりうる。これら人格者は、勤労

を通して社会的な責任を果たしながら、社会を積

極的に進み歴史的な想像を成し遂げる原動力とな

る4）。すなわち、教育基本法第１条に明記される

教育の目的は、国家の成員の「人格の完成」によ

る理想的な社会の実現にある。

2.2.  教育基本法第２条の位置づけ

　教育基本法第２条「教育の方針」の根幹をなす

事柄は、第１条に明記された教育の目的が「あら

ゆる機会に、あらゆる場所において実現されなけ

ればならない」という点にある。教育基本法の成

立にかかわった辻田力文部省調査局長によれば、

第２条は第１条の教育の目的達成のための心構え

を教育の方針として示したものである。学校教育

の発展が家庭教育の軽視と社会教育の不信を招い

てしまった反省の上に立ち、「あらゆる機会に、

あらゆる場所において」との一節を加えたとい

う5）。

　宮原誠一によれば、教育基本法は、日本国憲法

の理想の実現を教育の力によって達成させていこ

うという国民の願いを受け止めて制定されたもの

である。この理想の実現には、親や教師を含めた

すべての国民が第１条における教育の目的に向か

う努力が求められたため、教育活動がいたるとこ

ろで始められなければならなかったという6）。す

なわち、第１条に盛り込まれた内容を達成するた

めの必須条件が、第2条の条文であるということ

になる。

3. 基本原理に基づいた教育諸制度

3.1.  教育基本法と日本国憲法のかかわり

　教育基本法前文には、教育基本法と日本国憲法

とのかかわりについて述べられている。前文によ

れば、日本国憲法の理想の実現に不可欠である教

育の力を確かなものとするために、教育の目的と

ともに明文化されたものが教育基本法である。

　法律であるにもかかわらず、教育基本法には上

に述べたような前文が存在する。この事情につい

て、当時の文部大臣田中耕太郎は、教育基本法の

条文が日本国憲法の１つの章として盛り込まれる

べきとの議論があった中で、日本国憲法の条文の

全体的なバランスや教育権の独立といったことを

考慮した結果、別の法律として制定されるにい

たったと説明している7）。この説明に従うならば

教育基本法は当初日本国憲法の一部として構想さ

れたものであったことになる。この法律に前文が

存在する理由も、日本国憲法の一部として構想さ

れたものであったことによるものと思われる。

　教育基本法が日本国憲法の一部として構想され

たものであるならば、この法律には憲法という動

かしがたい理論的根拠が存在することになる。教

育学者の長田新は、最高法である憲法から出てき

た教育基本法こそが教育の在り方を規定する唯一

の根拠であり、教育学の根本からみて妥当である

と述べ、この法律の精神を発展させることにより

もっとも完全な教育学の成立が期待されるとの見

解を示している8）。この説に従うならば、教育の

諸制度について学問的に検討する際には、教育基

本法に示される理論的な根拠に対する考察が不可

欠となる。

3.2.  日本国憲法における公教育の基本原理と

　教育を受ける権利

　日本国憲法第26条の教育条項から導き出され

る教育制度にかかわる原理は、「すべての国民に」
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「法律の定めるところにより」「能力に応じて」「ひ

としく教育を受ける」「普通教育を受けさせる」

「（義務教育は）無償とする」という６つである。

江幡裕によれば、これら６つの原理のうち中心を

なすものは、義務性、無償性、中立性の３つであ

るという9）。

　池田賢市によれば、近代以前の義務教育制度は

支配体制維持の必要から生じたものであったが、

近代においては教育を受ける権利を保障すること

が国家の義務であるという考え方が主流となって

いったという10）。教育基本法においても、第３条

の第１項において教育を受ける権利は保障されて

いる。

　公教育の無償性とは、教育を受けることに対し

て保護者及び本人が直接にその経費を負担しない

ことである11）。現在多くの公立学校で教材費・通

学費・給食費などは無償化の対象となってはいな

い。しかし、給食等の有する教育的意義や保護者

の経済状態などを考慮した場合、無償化の対象と

する領域には、議論の余地があると思われる。中

学校内における要保護児童生徒の割合と学力テス

トの成績の相関関係を導き出した東京都足立区教

育委員会による調査結果からも、無償化の対象領

域に対する議論の必要性が示唆される12）。

　公教育の中立性に関しては、教育基本法第８条・

９条・10条において、政治的中立性・宗教的中

立性・行政的中立性が述べられている。これらの

うち行政的中立性に関する議論が、学力調査の是

非を巡る旭川学力テスト事件にかかわる裁判の中

で繰り広げられた13）。

3.3.  教育基本法第10条に基づいた中央行政

　 機構の仕組み

　教育基本法第10条［教育行政］第１項では「教

育は、不当な支配に屈することなく、国民全体に

対して責任を持って行われるべき」、第２項では、

教育行政は「教育の目的を遂行するに必要な諸条

件の整備確立を目標」とするべきと述べられてい

る。坪井由実によれば、第２項に示された教育行

政の役割は、行政的な権力をもたない相談役ある

いは専門的助言者のようなものであり、教育の外

にあって教育を守り育てるための諸条件を整える

ことであるという。そしてまた、このような教育

行政を国民の自治に基づいて行うために「地方」

及び「中央」に設立された組織が教育委員会と文

部大臣の諮問機関としての中央教育審議会であっ

た14）。

　上に述べた教育委員会が国民の自治に基づいて

運営されるための必須要件として文部省によって

1948年に提起された方法が、教育委員会の構成

員たる教育委員を住民すべての直接選挙によって

選ぶという公選制であった。しかしこの制度は、

1956年に首長による任命制という形式に移行し

た15）。

　上記移行を以て教育基本法第10条に述べられ

た教育行政の自治という原則が大きく揺らいでし

まったことになるだろう。この移行にかかわる事

情について小野田正利は、1989年９月における

中央教育審議会の答申を引用しつつ説明してい

る。この答申によれば、教育委員の構成分野をよ

り広いものにし、学識経験者などの意見を取り入

れ、その上でそれらの基準や理由、経過などを地

域住民に明らかにするには、主張が教育委員を先

行すべきとの説明がなされている16）。理論的な枠

組みを形のある制度として実現し維持していくこ

との困難さが、本節における教育基本法第10条

と教育委員選任に関する問題から察せられる。

4. 制度基盤としての教育基本法の位置
  づけに対する学生の認識形成

　2010年度前期に筆者は、本稿２・３章で述べ

た内容を基盤とする講義を、北海道文教大学にお

ける教職課程講義「教育行政論」において行った。

受講学生に対しては、複雑な仕組みを持つ教育制

度の基盤に教育基本法の条文が位置付くこと、そ

してこれら条文に掲げられた教育に対する理念が

民主主義的な教育を達成させようという志の下に
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集約された数多くの議論の成果であることを理解

してもらうことを講義の目標とした。

　上記目標の達成を確認するための手段として、

講義末のレポート課題「A. 教育基本法の改定前

後の相違点の指摘と考察」「B. 教育を学問として

成立させるために必要なこと」という２点を受講

学生に提示した。これら２点に対する考察中に、

教育基本法の条文に掲げられた教育に対する理念

に関わる記述がみられるならば、本稿の目的とす

るところは達成される。

　「教育行政論」講義受講者12名のうち、本稿の

意図する考察が見られたのは６名であった。これ

ら６名の学生を①から⑥とし、レポート課題Aお

よびBにおける記述から、教育基本法の条文に掲

げられた教育に対する理念に関わる記述を以下に

示す。

・学生①

課題A：（教育基本法には）アメリカの教育理

念が少なからず影響している。

　　現行法第２条第１項における記述は「生き

る力」と同様な意味合いを有する。

・学生②

課題A：現行法第３条は改正後に新設されたも

のであり、生涯学習の理念が書かれている。

ここでのポイントは、改正前の第２条の要点

である「あらゆる機会、あらゆる場所におい

て」がここにきており、また現代教育のもう

１つのキーワードである生涯学習の理念につ

いて書かれている事である。

・学生③

課題B：学問としてのアイデンティティーを確

立することが、（教育が）学問となる第一歩

ではないかと考える。講義でもふれたように、

教育基本法を唯一絶対の根拠とし、この精神

を発展させた場合最も完全な教育学が成立す

ると述べられているのも一理あるのではない

かと考えている。

・学生④

課題A：どちらにも「日本国憲法の精神にのっ

とり」という点は共通している。日本国憲法

あっての教育基本法だということであろう。

　　47年では「教育の方針」だったものが、

06年では「教育の目標」と変わっている。

　　「方針」よりも言葉の意味的には弱くなる

「目標」を使ったところに作成に関わった人

たちの気持ちが見える気がする。

課題B：「教育」では、どこまでを「教育」と

して扱うかを決めることも必要だと思う。

　　教育の基礎や理論を専門的に扱うのか、現

場（実践）に役立つ事を専門的に扱うのか、

方法や技術を専門的に扱うのか、教科に関す

ることも扱うのか、社会に関する事（博物館

学や図書館学）までも扱うのか、それともこ

れら全部を扱うのか、決めることも重要だと

思う。

・学生⑤

課題A：教育基本法は、戦後すぐの1947年に、「教

育勅語」を基本にした戦前の教育への反省か

らできたもので、平和憲法の精神を色濃く受

け継ぎ、「戦争をしない平和な国家をつくる

には教育はどうあるべきか」を明文化した法

律である。

・学生⑥

課題A：（教育基本法の）内容は本当に憲法を

反映したものであるか。考察の結果、旧法は

反映しており、現行法は必ずしも反映してい

ないと考える。

　　旧法は教育学において完全な内容であると

もいわれ、象徴的であるともされるが、それ

ゆえ時代の変化に対応でき得る教育憲章で

あった。

　上記学生①･④･⑤･⑥による記述には、教育基

本法が日本国憲法やアメリカにおける教育理念を

理論的な基盤としたものであることが、明確に述

べられている。また②による記述には、教育基本

法の条文をふまえた生涯学習の理念に関する考察
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がみられた。これらの記述をみる限りでは、本稿

の目標としていた、教育制度の基盤となっている

理論に対する考察が学生によって行われたと言え

る。ただし、12名の受講者中、このような記述

が見られたのは５名であり、受講学生数の半分に

満たない。本稿の目標とする考察がより多くの学

生に行われるための方法の検討が必要と思われ

る。

　また、学生③･④による記述には、教育を学問

として成立させうるための方法に対する考察がみ

られた。学問としての成立に不可欠な理論的根拠

づけに際して、学生③は理論的な基盤を教育基本

法に求めたのに対して、学生④は理論的な基盤を

確定しうる領域の確定の必要性を述べていた。２

名という少数ではあるが、学問における理論的根

拠づけの必要性に言及が見られた点は、理論的な

基盤の必要性を重視した「教育行政論」講義およ

び本稿の意図した方向性に合致している。

5. おわりに

　以上本稿においては、我が国の教育における諸

制度の根幹をなす教育基本法の基盤とする理論

が、具体的な諸制度にどのような形で通底してい

るかを述べること、教育基本法を基盤とした教育

諸制度のありようについて教職課程を履修する学

生がどの程度把握しえたかについて検討すること

の２点について述べた。２･３章で述べた教育基

本法の基盤とする理論に関して、学生たちのレ

ポート記述にはこれら理論をふまえた考察がみら

れた。しかしそのような記述の数は、受講学生の

半数弱に過ぎず、受講者のほぼすべてが本稿の目

的としていた考察を行っていたことを確認するこ

とはできなかった。

　今後に向けては、本稿の意図した内容がより明

確となるような講義の構成の検討と、レポート課

題の精選が求められる。これら2点の改善を経て

より明白な形で学生による理論的な考察がみられ

たならば、随時報告したい。
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The Place and the Grasp of Fundamental Law of Education 
as a Basis of Educational Systems 

ARAI Shin-ichi

Abstract:　I studied about Fundamental Law of Education. This law is a root of educational systems in Japan. 

First, I told the theories supporting the law. Next I told about the relationship between the theories and the 

educational systems in Japan. And I examined how the students taking teacher training courses understood about 

these theories, consulting the reports written by the students. As a result of this examination, I confirmed that about 

a half of students attending my lecture 'Theories about educational administration in Japan' understood the theories 

supporting Fundamental Law of Education. New theme was indicated that I need to study about the method which 

shows understanding by more students.


